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り、電子署名のないワープロ等の電子ファイルで提出することが可能である。 

②建築工事届

建築工事届への押印が不要28となっており、電子署名のない建築工事届の電子ファイル

の提出が可能である。さらに令和４年度からはＥＸＣＥＬ形式の建築工事届が国土交通省

から提供29される見込みである。 

なお、建築工事届は、基準法施行規則第８条第３項に基づき、確認済証交付後速やか

に、建築主が建築主事を経由して都道府県知事に届け出する手続であり、指定確認検査機

関による確認審査の手続には本来含まれない。しかし事実上、指定確認検査機関がその提

出窓口となっており、建築主事へは特定行政庁宛の確認審査報告書に添えて提出されてい

る。 

③行政機関との事前協議等を完了したことを証明する書面等の扱い

申請者が確認申請前に行政機関に事前協議を行い、その結果を指定確認検査機関に提出

する場合は、条例等で原本提出が義務付けられている場合を除き、当該書面のスキャナ画

像を提出すればよい。 

この点については、国土交通省より特定行政庁及び指定確認検査機関に、原本提出の義

務付けの見直しが望ましい旨通知されており、次の方法が例示されている30。 

・経由印を押印した書面の写しを提出

・事前協議済みを証する書面等の写しを提出

２．電子ファイルと書面等の混在 

電子ファイルと書面等が混在した電子申請は、申請等に係る書面等のうちにその原本を確認

する必要があるものがあると指定確認検査機関が認める場合などに限られる31が 、建築確認

申請において原本を確認する必要がある書面等はないため、電子ファイルと書面等が混在した

申請はできない32。 

なお、電子ファイルには書面等のスキャナ画像も含まれるため、従前、電子ファイルと書面

等を混在して申請していた場合は、書面等のスキャナ画像を作成し、すべて電子ファイルで電

子申請を行うことが考えられる。 

３．引受証の電子交付 

申請引受に係る書類のうち、法定様式である中間検査及び完了検査引受証を電子交付する場

合は、電子交付を受ける旨の建築主による意思表示33と指定確認検査機関による電子署名が必

要34である。 

なお、確認引受承諾書は法定様式ではないため、電子署名を付与せずに電子交付することが

可能である。 

28 基準法施行規則改正（令和元年６月及び令和３年１月）による。
29 令和３年国住指第 1196 号「建築基準法施行規則及び建築動態統計調査規則の一部改正及び建築物用途分類の

改定について（技術的助言）」による。 
30 建築基準法の一部を改正する法律等の施行について（技術的助言）（令和元年６月国住指第 654 号）
31 デジタル手続法第６条第６項、主務省令第６条第１項第１号及び第２号
32 施行規則第１条の３第１項第１号ロ（２）に規定する磁気ディスク等（いわゆる大臣認定構造計算プログラム

により作成した電子ファイル）については、書面と混在して申請することができる。 
33 主務省令第９条第１項各号に基づく表示方式による。
34 主務省令第８条第１項による。
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